
昭
和
五
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
三
十
九
号

分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則

分
収
林
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
二
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
分
収
育
林
契
約
に
係
る
樹
木
の
樹
齢
の
上
限
）

第
一
条
　
分
収
林
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
樹
齢
は
、

別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
十
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
整
備
協
定
に

基
づ
き
締
結
さ
れ
た
分
収
育
林
契
約
に
係
る
樹
木
に
つ

い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
樹
齢
を
定
め
な

い
も
の
と
す
る
。

（
分
収
林
契
約
に
係
る
募
集
又
は
途
中
募
集
の
届
出
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別

記
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
分
収
林
契
約
に
係
る
土
地
の
位
置
図
及
び
実

測
図
並
び
に
そ
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証

明
書

（
募
集
又
は
途
中
募
集
の
届
出
事
項
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
十
五
号
の
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
分
収
造
林
契
約
及
び
分
収
育
林
契
約
以
外
の
分
収

林
契
約
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約
に
係
る
樹
木
を
各

契
約
当
事
者
の
共
有
と
す
る
か
否
か
の
別

二
　
募
集
又
は
途
中
募
集
を
す
る
者
が
当
該
分
収
林
契

約
に
係
る
土
地
の
所
有
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所

三
　
当
該
分
収
林
契
約
に
係
る
森
林
に
つ
い
て
の
森
林

経
営
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

四
　
当
該
分
収
林
契
約
に
係
る
樹
木
を
各
契
約
当
事
者

の
共
有
と
す
る
契
約
に
あ
つ
て
は
、
当
該
樹
木
の
持

分
の
処
分
及
び
当
該
持
分
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗

要
件
に
関
す
る
事
項

五
　
木
材
以
外
の
林
産
物
の
採
取
に
関
す
る
事
項

（
募
集
又
は
途
中
募
集
の
届
出
事
項
の
変
更
届
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別

記
様
式
第
二
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
募
集
又
は
途
中
募
集
に
係
る
分
収
林
契
約
の
変
更
の

届
出
）

第
五
条
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式

第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
契
約
条
項
の
変
更
に
係
る
承
認
の
基
準
）

第
六
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
造
林
者
（
造
林
者
を
契
約
当
事
者
と
し
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
造
林
地
所
有
者
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
育
林
者
（
育
林
者
を
契
約
当
事
者
と
し

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
育
林
地
所
有
者
。
同
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
分
収
林
契
約
に
係
る
義
務

を
履
行
す
る
た
め
に
森
林
施
業
を
委
託
し
て
行
う
場

合
に
は
、
委
託
先
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
造
林
者
又
は
育
林
者
が
そ
の
分
収
林
契
約
に
係
る

義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
森
林
施
業
を
自
ら
行
う
場

合
に
は
、
必
要
な
労
働
力
又
は
効
率
的
な
林
業
生
産

を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

（
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
算
出
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
算

出
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
分
収
林
契
約
に
係
る
樹
木
（
木
材
と
し
て
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
部
分
に
限
る
。
）
の
材
積
に
、
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
時
点
に
お

け
る
木
材
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
分
収
林
契
約
に
係
る
樹
木
の
伐
採
、
搬
出
及
び
販

売
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
費
用
の
額

２
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
材
積
の
算
出
に
当
た
つ
て

は
、
効
力
発
生
日
か
ら
変
更
前
の
分
収
林
契
約
の
存
続

期
間
の
満
了
時
ま
で
の
分
収
林
契
約
に
係
る
樹
木
の
成

長
量
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
算
出
）

第
八
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
算

出
は
、
効
力
発
生
日
か
ら
変
更
前
の
分
収
林
契
約
の
存

続
期
間
の
満
了
時
ま
で
の
間
に
生
ず
る
と
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
の
時
点
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
次

に
掲
げ
る
費
用
の
額
を
合
計
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
費
用
に

あ
つ
て
は
、
労
務
費
、
資
材
費
、
機
械
経
費
、
運
搬

費
そ
の
他
の
分
収
林
契
約
に
係
る
樹
木
の
保
育
及
び

管
理
の
実
施
に
要
す
る
費
用

二
　
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
費
用
に

あ
つ
て
は
、
分
収
林
契
約
に
係
る
土
地
を
造
林
又
は

育
林
の
目
的
に
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る
の
に
要

す
る
費
用

（
契
約
条
項
の
変
更
後
の
公
告
事
項
等
）

第
九
条
　
法
第
十
七
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
契
約
条
項
の
変
更
の
内
容

二
　
法
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
手

続
の
経
過

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
六
日
農
林
水
産
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
二
五
日
農
林
水
産
省

令
第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）
こ
の
省
令
は
、
森
林
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
三
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
施
行
規

則
、
獣
医
師
法
施
行
規
則
、
家
畜
等
の
無
償
貸
付
及
び

譲
与
等
に
関
す
る
省
令
、
肥
料
取
締
法
施
行
規
則
、
病

菌
害
虫
防
除
用
機
具
貸
付
規
則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規

則
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫

規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
、
農
産
物
検
査
法
施
行

規
則
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
、
専
門
技
術
員

資
格
試
験
等
に
関
す
る
省
令
、
農
業
機
械
化
促
進
法
施

行
規
則
、
養
鶏
振
興
法
施
行
規
則
、
日
本
国
と
大
韓
民

国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
二
条
の
共
同
規
制

水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁
業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の

取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
卸

売
市
場
法
施
行
規
則
、
漁
業
操
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間

の
協
定
第
一
条
１
の
日
本
国
沿
岸
の
地
先
沖
合
の
公
海

水
域
に
お
け
る
漁
業
の
操
業
の
調
整
に
関
す
る
省
令
、

分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
、
農
林
水
産
省
関
係
研

究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
ア
リ
モ
ド
キ
ゾ
ウ
ム
シ
の

緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
、
牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種

の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
無
税
を
適
用
す
る
馬
の
証
明

書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
野
菜
栽
培
用
の
豆
の
証
明

書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
、
ナ
シ
枝
枯
細
菌
病
菌
の
緊

急
防
除
を
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
省
令
及

び
イ
モ
ゾ
ウ
ム
シ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
（
以
下

「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書

面
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ

れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式

に
よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省

令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
農
林
水
産
省

令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成

十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
九
日
農
林
水
産

省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
九
日
農
林
水
産
省

令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
九
日
農
林
水

産
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
五
条
　
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
森
林
法
第
十
条
の
十
一
の
五
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
分
収
林
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

　

樹
種

1



都

道

府

県

名

ス
ギ

ヒ

ノ

キ

ア

カ

マ
ツ
、

ク

ロ

マ
ツ

カ

ラ

マ
ツ

ク

ヌ

ギ

、

コ

ナ

ラ

、

キ
リ

そ
の
他

北

海

道

四

〇

年

―
―

三

〇

年

―

カ
バ
ノ
キ
、

ド
ロ
ノ
キ
、

ハ
ン
ノ
キ
二

〇
年
、
そ
の

他
四
〇
年

青

森

県

三

五

年

―

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

ハ
ン
ノ
キ
一

〇
年
、
そ
の

他
四
〇
年

岩

手

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

宮

城

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

三
〇
年

秋

田

県

三

五

年

―

三

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

山

形

県

三

五

年

―

三

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

福

島

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

茨

城

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

栃

木

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

群

馬

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

ア
カ
シ
ア
一

〇
年
、
そ
の

他
四
〇
年

埼

玉

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

ア
カ
シ
ア
一

〇
年
、
サ
ワ

ラ
二
五
年
、

そ

の

他

四

〇
年

千

葉

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

東

京

都

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

三
〇
年

神

奈

川
県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

新

潟

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

富

山

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

石

川

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

福

井

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

山

梨

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

ヤ
シ
ャ
ブ
シ

一
〇
年
、
そ

の
他
四
〇
年

長

野

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

ア
カ
シ
ア
一

〇
年
、
そ
の

他
四
〇
年

岐

阜

県

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

静

岡

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

愛

知

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

三
〇
年

三

重

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

四
〇
年

滋

賀

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

―

一

〇

年

四
〇
年

京

都

府

三

五

年

四

〇

年

三

〇

年

三

〇

年

一

〇

年

三
〇
年

大

阪

府

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

―

一

〇

年

三
五
年

兵

庫

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年
―

一

〇

年

三
五
年

奈

良

県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

―

一

〇

年

三
五
年

和

歌

山
県

三

〇

年

三

五

年

三

〇

年

―
一

〇

年

四
〇
年

鳥

取

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
五
年

島

根

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

二

〇

年

一

〇

年

ブ

ナ

四

〇

年
、
そ
の
他

三
五
年

岡

山

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

広

島

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

山

口

県

三

〇

年

三

五

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
五
年

徳

島

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
五
年

香

川

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

愛

媛

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

高

知

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

福

岡

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

ス
ラ
ッ
シ
ュ

マ
ツ
、
テ
ー

ダ
マ
ツ
、
ア

カ
シ
ア
一
〇

年
、
そ
の
他

二
〇
年

佐

賀

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

長

崎

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

二
五
年

熊

本

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

大

分

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

二

五

年

一

〇

年

三
〇
年

宮

崎

県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

三
〇
年

鹿

児

島
県

二

五

年

三

〇

年

二

五

年

―

一

〇

年

リ
ュ
ウ
キ
ュ

ウ
マ
ツ
一
五

年
、
そ
の
他

三
〇
年

沖

縄

県

三

〇

年

―
―

―
―

モ

ク

マ

オ

ウ
、
ハ
ン
ノ

キ
、
デ
イ
ゴ

一
〇
年
、
リ

ュ
ウ
キ
ュ
ウ

マ

ツ

一

五

年
、
イ
ジ
ュ

二
〇
年
、
そ

の
他
三
〇
年

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別記 

様式第１号（第２条関係） 

 

分収林契約募集（途中募集）届出書 

 

  年  月  日 

 

 

都道府県知事 殿 

 

住所 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

下記のとおり分収林契約に係る募集（途中募集）を行いたいので、分収林特別措置法第５条第

１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

事     項 内     容 

①  募集又は途中募集の別 １ 募 集   ２ 途中募集 

② 分収林契約の種類 

１ 分収造林契約   ２ 分収育林契約 

３ その他の分収林契約 

③ 契約対象樹木の所有形態 

 

１ 共有               ２ 単独所有 

④ 募集（途中募集）の申込期間   年  月  日 ～     年  月  日 

 

⑤ 分収林契

約に係る

土地の所

在、面積

及び所有

者 

土 地 の 所 在 
市   町 

郡   村 
大字     字     地番 

地 積  

森林簿の林小班  

森林面積 (実測面

積 ) 
 

土 地 所 有 者 の 

氏 名 又 は 名 称 
 

土地所有者の住所  

①造林に関するもの 

②育林に関するもの 

①契約当事者全員の共有 

②その他

（       ） 
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⑥ 分収林契約に係る樹木の樹種

別及び樹齢別の本数 

樹齢 

樹種 

年 

 

年 

 

年 

 

年 

 

年 

 

年 

 

年 

 
計 

 
本 

 

本 

 

本 

 

本 

 

本 

 

本 

 

本 

 

本 

 

         

         

計         

⑦ 法令による立木の伐採制限の

有無及び制限の内容 

１ 伐採制限有り 

制限の内容  

２ 伐採制限無し 

⑧ 鳥獣害防止森林区域の有無及

び鳥獣害防止の方法 

１ 鳥獣害防止森林区域有り 

鳥獣害防止

の方法 
 

２ 鳥獣害防止森林区域無し 

⑨ 分収林契約の存続期間   年まで（  年間） 

⑩ 造林（育林）の内容、時期及び

方法 

内 容 実 施 予 定 年 方 法 

植 栽 年  

補 植 年から  年の間に  回  

下 刈 り 〃     〃    〃  

施 肥 〃     〃    〃  

つ る 切 り 〃     〃    〃  

除 伐 〃     〃    〃  

枝 打 ち 〃     〃    〃  

間 伐 〃     〃    〃  

その他（ ） 〃     〃    〃  

⑪ 造林（育林）を行う者の氏名又

は名称及び住所 
 

⑫ 分収林契約に係る森林の森林

経営計画の作成に関する事項 

１ 認定を受けている。（認定番号        ） 

２ 認定請求中である。（請求年月日       ） 

３ 作成していない。 

 

 

 

⑬ 各契約当事者が負担する造林

（育林）に要する費用の範囲 

区 分 負担する費用の範囲 

造 林 地 所 有 者 

（育林地所有者） 
 

造 林 者 

（ 育 林 者 ） 
 

造 林 費 負 担 者 

（育林費負担者） 
 

各契約当事者が収益

分収割合等に応じて

共同して負担する経

費 

 

⑭ 造林費負担者（育林費負担者）

が負担すべき費用の額及び支

払方法並びに支払うべき樹木

の持分の対価の額 

区 分 １口当たりの金額 口数 総 額 

造林（育林）費用 
千円 

 
 

千円 

 

樹木の持分の対価の額 
千円 

 
 

千円 

 

計 
千円 

 

口 

 

千円 

 

支 払 方 法  

⑮ 収益の分収の割合 

区 分 収益の分収の割合 

造林地所有者（育林地所有者） ％  

造 林 者 （ 育 林 者 ） ％  

造林費負担者（育林費負担者） 
％  

（１口当たり    ％） 

⑯ 分収林契約に係る樹木の伐採

又は販売の時期及び方法 

区 分 伐 採 販 売 

時 期   

方 法 １ 皆伐  ２ 択伐 １ 立木販売 ２素材販売 

⑰ 分収林契約に係る樹木の持分

の処分及び対抗要件に関する

事項 

 

⑱ 分収林契約に係る樹木の滅失

その他の損害を塡補する措置

に関する事項 

 

⑲ 分収林契約の変更又は解除に

関する事項 
 

⑳ 木材以外の林産物の採取に関

する事項 
 

 

備 考 

１ ①、②、③、⑦、⑧、⑫及び⑯については、該当の番号を○で囲む。 

２ ③については、分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約に限り記載する。 

３ ⑤のうち、「土地所有者の氏名又は名称」及び「土地所有者の住所」については、当該分収

林契約に係る土地の所有者が募集又は途中募集する者でない場合に限り記載する。 

４ ⑦については、伐採制限がある場合は、適用法令並びにその法令による伐採の方法及び伐

採の限度を記載する。 

５ ⑩のうち「造林（育林）の方法」については、自営、委託又は請負の別を記載する。 

６ ⑬の「負担する費用」とは、次のようなものをいう。 

(１) 植栽費 

(２) 保育費 

(３) 防火線の作設及び修理並びに消火に要する経費 

(４) 有害動植物の駆除及びそのまん延防止に要する経費 

(５) 境界標その他の標識の設置及び保存に要する経費 

(６) 契約対象森林の管理に必要な歩道の作設及びその保全に要する経費 

(７) 森林の巡視に要する経費 

(８) 保険料又は共済掛金 

(９) 契約対象森林の土地に対する公租公課 

(10) 立木登記等に要する経費 

(11) 通信連絡費等契約の締結及び実施に必要な事務費 

(12) 募集経費 

７ ⑭のうち「支払方法」については、「契約締結のときに一括して前払いで支払う」、「契約締

結のときに半額を支払い、残りの半額については毎年均等払いとする」等のように記載する。 

８ ⑭のうち「樹木の持分の対価の額」については、持分の対価の支払いを約定する契約に限

り記載する。 

９ ⑰については、樹木の所有形態が共有であるものに限り記載する。 

10 ⑰のうち「持分の処分」については、「契約対象樹木の持分の譲渡又は抵当権の設定の可否」

等を記載することとし、また、「持分の対抗要件」については、立木登記又は明認方法の別を

記載する。 

11 ⑱については、保険又は共済の種類を具体的に記載する。 

12 ⑲については、当該分収林契約の変更又は解除の事由、変更後又は解除後の持分の買取り

等を記載する。 

13 ⑳については、木材以外の林産物（木の実、きのこ類、山菜等）の採取の方法等を記載す

る。 

 

 

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

様式第２号（第４条関係） 

 

分収林契約募集（途中募集）変更届出書 

 

  年  月  日 

 

 

都道府県知事 殿 

 

住所 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

下記のとおり分収林特別措置法第５条第１項に規定する届出事項の変更を行いたいので、同条

第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日          年  月  日 

２ 変 更 の 内 容 

３ 変 更 の 理 由 

備 考 

１ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載する。 
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様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）

様式第３号（第５条関係） 

 

分収林契約変更届出書 

 

  年  月  日 

 

 

都道府県知事 殿 

 

住所 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

下記のとおり分収林特別措置法第７条に規定する事項の変更を行ったので、同条の規定により

届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日          年  月  日 

２ 変 更 の 内 容 

３ 変 更 の 理 由 

備 考 

１ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載する。 
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